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第７期伊東市障がい福祉計画・ 

第３期伊東市障がい児福祉計画 

の策定に寄せて 

 

 

この度、障害福祉施策を計画的に推進するため、「第７期伊東市障がい福祉計

画・第３期伊東市障がい児福祉計画」を策定し、令和６年度から令和８年度ま

での３か年で達成すべき障害福祉施策の目標とサービスの提供体制を確保する

ための方策を定めました。 

近年、障がいのある人の高齢化、障害の重度化が進む中で、障害福祉サービ

スのニーズはますます複雑化・多様化しており、全ての障がいのある人が、地

域で安心して生活できるまちづくりが求められています。 

また、「障害者基本法」の理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられ

ることなく社会参画と意思決定を行い、障がいのある人もない人も相互に人格

と個性を尊重し合いながらともに支え合う共生社会の実現が求められています。 

さらには、国際的に、豊かで活力ある未来を創る「持続可能な開発目標（SDGs）」

が示され、我が国においてもその実現に向けて、官民ともに取り組んでいると

ころです。本市においても、障害福祉施策を推進するに当たり、SDGs を意識し

て取り組むことで、社会における様々な主体と連携しながら、障がいのある人

の人格や個性を尊重した上で、最善の利益が実現される社会を目指してまいり

たいと考えております。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提言をいただきました関

係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

  令和６年３月 

           伊東市長 小野 達也  
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 策定の経緯                       

近年、障害福祉を取り巻く環境は、高齢化や障害の重度化、特性に応じた切

れ目のない支援の必要性などを背景に、多様化・複雑化しています。 

国においては、平成２５年４月の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」の施行以降、障がいのある人に関

する様々な制度改革が行われてきました。令和４年には、障がい者の地域生活

の支援体制の充実や、障がい者の就労支援及び障がい者雇用の質の向上の推進

などによって、障がい者の希望する生活を実現するため、「障害者総合支援法」

の改正が行われ、令和６年４月に施行されることになりました。 

本市においても、令和 3 年３月に「第６期伊東市障がい福祉計画・第２期伊

東市障がい児福祉計画」を策定し、障がい者施策の総合的な推進を図ってきま

したが、計画期間が令和５年度をもって終了することから、改正される障害者

総合支援法に対応する本市の障がい者施策を引き続き計画的に推進していくた

め、新たに令和６年度を初年度とした第７期伊東市障がい福祉計画・第３期伊

東市障がい児福祉計画を策定することとしました。 

 

 

２ 策定の趣旨                      

今回策定した第７期伊東市障がい福祉計画及び第３期伊東市障がい児福祉計

画は、障害者総合支援法の「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との

理念を踏まえ、障害福祉サービス等の数値目標等を設定し、サービスの提供体

制の確保や関連施策推進のための取組を定めるものです。 

 

 

 

※「障がい」等の表記について 

この計画では、「害」という漢字の否定的なイメージに配慮し、「障害」とい

う言葉が、前後の文脈などから、人や人の状態を表す場合には、「障がい」とひ

らがなで表記しています。ただし、法令や例規内の名称や用語、他の機関・団

体・行事などの固有名詞、医学用語などの専門用語、人や人の状態でないもの

については、「障害」と漢字で表記をしています。 
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３ 計画の位置付け                    

第７期伊東市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく

市町村障害福祉計画として、第３期伊東市障がい児福祉計画は、児童福祉法第

３３条の２０第１項に基づく市町村障害児福祉計画として策定したものであり、

本市における障害福祉サービス等の提供体制の確保やこれら法律に基づく業務

の円滑な実施に関する計画として、障害者総合支援法第８７条に基づき国が定

めた基本指針や静岡県の「静岡県障害福祉計画」と整合を図るものです。 

また、第五次伊東市総合計画、第十一次基本計画や「第４次伊東市地域福祉

計画」、「第５次伊東市障がい者計画」など福祉、医療、保健分野の計画をはじ

め関連する個別計画との整合を図り、施策目標を実現していくものです。 

 

令和６年 4 月１日の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次伊東市総合計画 ２０２１～２０３０ 

第十一次基本計画   ２０２１～２０２５ 

第４次伊東市地域福祉計画  ２０２４～２０２８ 
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４ 計画の期間                      

この計画の期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和８年度（２０２６

年度）までの３年間とします。 

なお、この計画の関連法等の改正、社会経済情勢や地域の状況等の変化に対

応するため、必要に応じて見直しを行うものとします。 
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５ 基本方針                       

障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえ、また、第５次伊東市障

がい者計画の基本理念に基づき、次に掲げる７点を基本方針として、障がい福

祉計画及び障がい児福祉計画を総合的に推進していきます。 

 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するため、障がいのある人の自己決定を尊重し、その意思

決定の支援に配慮するとともに、障がいのある人が必要とする障害福祉サー

ビスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくこと

を基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備

を進めます。 

 

（２）市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害

福祉サービスの実施等 

障がいのある人が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町

村を実施主体の基本とします。 

また、障害福祉サービスの対象となる範囲を身体障がい者、知的障がい者

及び精神障がい者並びに難病患者等であって１８歳以上の者並びに障がい児

とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障

害福祉サービスの均てん化を図ります。 

 

（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課

題に対応したサービス提供体制の整備 

障がいのある人の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地

域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を

整え、障がいのある人の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、

地域生活支援の拠点づくり、NPO 等によるインフォーマルサービスの提供

等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進めます。 

 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地

域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の

実現に向け、引き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕

組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、

地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体
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制の構築の推進に取り組みます。 

 

（５）障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いがある段階から身近な地域で

支援ができるよう、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行

う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じ

て引き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を

図ります。 

 

（６）障害福祉人材の確保・定着 

将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に

関する事業を実施していくため、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の

確保・定着を図ります。 

 

（７）障がい者の社会参加を支える取組定着 

障がいのある人の地域における社会参加を促進するため、文化・芸術活動

や健康づくり、スポーツ等の多様なニーズを踏まえて、地域でいきいきと安

心して健康的に暮らすことができる社会を目指します。 
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第２章 障がい者を取り巻く状況 

１ 伊東市の人口                     

国勢調査からみる人口・世帯の状況 

国勢調査結果からみると、総人口は減少傾向にある一方、６５歳以上の老

年人口は年々増加し、少子高齢化が進んでいます。（図１）ただし、６５歳以

上の老年人口は、令和３年度をピークに減少傾向にあるものの、高齢化率と

しては、上昇傾向が続いています。 

また、世帯の状況をみると、世帯数は増加傾向にある一方、１世帯当たり

の人口は減少しており、核家族化が進んでいます。（図２） 

 

【図１ 年齢３区分別人口の推移】             （単位：人） 

 

 ※総数に「年齢不詳」含む。 

（資料）平成１２年～令和２年国勢調査 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

総数 71,720 72,441 71,437 68,345 65,491

老年人口

（６５歳以上）
16,173 19,740 23,547 26,762 27,965

生産年齢人口

（１５～６４歳）
46,013 43,198 39,255 33,849 30,839

年少人口

（０～１４歳）
9,529 8,975 8,014 6,829 5,503
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【図２ 世帯数と１世帯当たりの人口の推移】  

         

（資料）平成１２年～令和２年国勢調査 

 

  

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

世帯数 28,513 29,576 30,581 30,422 30,756

１世帯当たりの人口 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1
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２ 障がい者の状況                     

（１）身体障がい者の状況 

身体障害者手帳所持者数は、年々減少傾向にありますが、等級別の割合は

ほぼ変わらず、１級・2 級の重度障がい者が全体の約半数を占めています。 

 

【図３ 身体障害者手帳所持者数の推移（各年度末現在）】  （単位：人） 

 

 

【表１ 身体障害者手帳等級別所持者数の推移（各年度末現在）】 （単位：人、％） 

 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 

等級 所持者 割合 所持者 割合 所持者 割合 

1 級 966 38 957 38 958 38 

2 級 399 15 400 16 387 16 

3 級 354 14 364 14 349 14 

4 級 540 21 525 21 526 21 

5 級 129 5 123 5 115 5 

6 級 170 7 166 6 151 6 

計 2,558 100 2,535 100 2,486 100 

  

令和2年 令和3年 令和4年

音声 53 49 51

視覚 159 151 151

聴覚 235 232 225

内部 804 844 854

肢体 1,307 1,259 1,205

総数 2,558 2,535 2,486

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
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（２）知的障がい者の状況 

知的障がい者数（療育手帳所持者数）は年々増加傾向にあり、特に軽度知

的障がい者（療育手帳 B 所持者）が増加しています。 

 

【図４ 療育手帳所持者数の推移（各年度末現在）】     （単位：人） 

 

 

 

 

 

  

令和2年 令和3年 令和4年

総数 653 674 691

Ｂ 473 487 502

Ａ 180 187 189
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473 487 502
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（３）精神障がい者の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、年々増加傾向にあり、自立支援医療

（精神通院）受給者数は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

【図５ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（各年度末現在）】 

（単位：人） 

 

※静岡県調べ 

 

【図６ 自立支援医療（精神通院）受給者数の推移（各年度末現在）】 

（単位：人） 

 

令和2年 令和3年 令和4年

総数 424 442 480

３級 77 82 80
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（４）難病患者の状況 

原因が不明で治療方法が確立していない疾病を難病といい、そのうち厚生

労働省が定める疾患を「指定難病」といいます。 

令和元年７月には３３１疾患から３３３疾患へ、令和３年１１月から３３

８疾患へと対象疾病が拡大しています。 

治療にかかる医療費の一部を公費で負担する指定難病医療費助成制度があ

り、対象者には特定医療費（指定難病）受給者証が交付されます。本市の受

給者数は、令和５年５月末現在で４８６人です。（※静岡県調べ） 
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第３章 計画の成果目標 

１ 第 7 期障がい福祉計画及び第 3 期障がい児福祉計画の

成果目標 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、令和４年度末時点で障害者支援施設

に入所されている障がい者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グルー

プホーム、一般住宅等に移行する人の数を見込み、その上で、令和８年度末

における地域生活に移行する人数の目標値を設定します。 

 

 項目 数値  考え方 

【基準指標】        

令和４年度末時点の入所者数 

（Ａ） 

９５人  
令和５年 3 月 31 日時点の

入所者数の実績 

【目標指標】        

令和 8 年度末時点の入所者数 

（Ｂ） 

８８人  
令和９年 3 月 31 日時点の

入所者数の目標 

【目標値】       

削減見込 

（Ａ－Ｂ） 

７人  

（7.4%） 

施設入所者数削減目標 

※１ 

【目標値】 

地域移行者数 

 

６人  

（6.3%） 

令和８年度までの地域移行

者数累計目標 ※２ 

 

 国の基本指針  

・令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から５％以

上削減すること。 

・令和８年度末における地域生活に移行する人の目標値を令和４年度末時点の

施設入所者数の６％以上の地域生活への移行をすること。 

 

 目標設定の考え方  

※１施設退所者は、毎年度平均して７人程度いるものの、それ以上に施設入所

者がいる状況です。令和６年３月時点での施設退所見込者は５人程度であ
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ることと、今後予想される新規入所者を考慮した上で、７人以上を目標値

とします。 

※2 令和２年度から令和４年度までの３年間で９人が地域移行しました。（通

過型施設の退所を含む。）施設からの移行先として考えられる共同生活援

助事業所（グループホーム）が令和８年度までに市内に２か所開設予定で

はあるものの、現在の施設入所者の多くは、それぞれの障害に特化した施

設に入所しており、今後３年間での地域移行は伸び悩むと考え、毎年度２

人の移行者を見込み６人以上を目標値とします。 

 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが

できるよう、精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）に対応した

地域包括ケアシステムの構築を目指す政策理念（活動指標）を踏まえ、協議

会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を充実させて

いきます。 

市町村の協議の場における活動 

第７期の活動指標 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

包括的支援体制を構築するために必要な協議の場の

開催回数 
３ ３ ３ 

包括的支援体制を構築するために必要な協議の場に

おける目標設定及び評価の実施回数 
３ ３ ３ 

包括的支援体制を構

築するために必要と

なる、保健、医療、

福祉、介護、当事者

及び家族等の関係者

ごとの参加者数の見

込み 

保健    

医療（精神科） ２ ２ ２ 

医療（精神科以外） ３ ３ ３ 

福祉 ４ ４ ４ 

介護    

当事者    

家族    

その他（内容 行政） ４ ４ ４ 

 

 国の基本指針  

・第７期障がい福祉計画の国の指針は、精神病床からの入退院の期間のものと

なっております。 

（本市において、精神病床の入退院について、直接把握ができない状況です

ので、目標値の設定はありません。） 
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 活動指標の考え方  

・地域自立支援協議会及びその専門部会（保健、医療、福祉関係者が参加）を

活用した協議を進めていきます。 

 

（３）地域生活支援の充実 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域の抱える課題に

応じて、居住支援のための機能を整備し、その機能の検証を行います。 

整備に当たり、地域生活支援拠点として求められる機能は、相談（地域移

行、親元からの自立）、体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等）、

緊急時の受け入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等）、専門

性（人材の確保・養成、連携）、地域の体制づくり（サービス拠点、コーデ

ィネーターの配置等）等になります。 

 

(1)地域生活支援拠点等の確保 

第６期計画の達成状況 整備年度・確保機能等 

令和５年度末までに地域生活支援拠点等を整備 整備済（令和５年度） 

地域生活支援拠点等が有する機能 

相談 

緊急時受入・対応 

体験の機会・場 

専門的人材の確保・養成 

地域の体制づくり 

共同設置する市町 熱海市 

第７期計画の成果目標  

令和８年度末までに地域生活支援拠点等を整備 
整備済みのため、 

上記機能の充実を図る 

 

(2)地域生活支援拠点等に係る検証・検討 

第７期の活動指標 

機能充実に向けた支援の実績等を踏

まえた検証及び検討を行う場の名称 

熱海伊東地区（圏域）地域自立支援協

議会地域生活支援拠点等検討部会 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

コーディネーターの配置人数 ０ ０ ０ 

上記検証及び検討の年間実施回数 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

４ ４ ４ 
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 国の基本指針  

・令和８年度末までに、各市町村又は各圏域において、地域生活支援拠点等を

整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置や、地

域生活支援拠点の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支

援ネットワークなどにより効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を

進め、また年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討する

ことを基本とすること。 

 

 目標設定の考え方  

・令和５年度末までに整備した地域生活支援拠点等について、検討部会を通じ

て、年４回以上、支援の実績等を踏まえた検証及び検討をし、機能の充実を

図ります。 

 

 

(3)強度行動障害を有する障がい者の支援体制の充実 

第７期計画の成果目標 整備年度 

令和８年度末までに強度行動障害を有する障害

者の状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機

関が連携した支援体制を整備 

整備予定 

（令和８年度） 

共同設置する市町 熱海市 

 

 国の基本指針  

・令和８年度末までに、強度行動障がいを有する者に関し、各市町村又は各圏

域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とす

ること。 

 

 目標設定の考え方  

・市内の障害者支援施設において、強度行動障害支援検討委員会を設置・開催

し、支援の場や資源について考え、ハード面及びソフト面の整備のための検

討を進めているところです。今後は、強度行動障害支援検討委員会にて検討

された課題を自立支援協議会の部会に報告し、圏域での課題として検討し、

支援体制の充実を図ります。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

就労移行支援事業、就労定着支援事業等の推進により、障がい者の福祉施

設から一般就労への移行及びその定着を進めます。 

(1)一般就労への移行者数 

第６期計画の達成状況 数値等 

令和５年度中における福

祉施設から一般就労への

移行者数【６期目標】 

就労移行支援事業所 ０ 

就労継続支援Ａ型事業所 ４ 

就労継続支援Ｂ型事業所 ２ 

生活介護、自立訓練、その他事業所 ０ 

福祉施設 計(Ａ) ６ 

令和５年度中における福

祉施設から一般就労への

移行者数【見込】 

就労移行支援事業所 ０ 

就労継続支援Ａ型事業所 ０ 

就労継続支援Ｂ型事業所 １ 

生活介護、自立訓練、その他事業所 ０ 

福祉施設 計(Ｂ) １ 

未達成分の移行者数(Ｃ)=(Ａ)-(Ｂ) ５ 

第７期計画の成果目標 数値等 

令和３年度における福祉

施設から一般就労への移

行者数の実績 

就労移行支援事業所(Ｄ) 0 

就労継続支援Ａ型事業所(Ｅ) 0 

就労継続支援Ｂ型事業所(Ｆ) １ 

生活介護、自立訓練、その他事業所 0 

福祉施設 計(Ｇ) １ 

第７期計画の国指針に基

づく令和８年度中の一般

就労移行者数 

就労移行支援事業所(Ｈ) 

 ※(D)×1.31 倍以上 
０ 

就労継続支援Ａ型事業所(Ｉ)  

※(E)×1.29 倍以上 
０ 

就労継続支援Ｂ型事業所(Ｊ)  

※(F)×1.28 倍以上 
２ 

生活介護、自立訓練、その他事業所 ０ 

福祉施設 計(Ｋ) ※(G)×1.28 倍以上 ２ 

令和８年度中の一般就労

移行者数 

（成果目標） 

就労移行支援事業所(Ｌ) ０ 

就労継続支援Ａ型事業所(Ｍ) ０ 

就労継続支援Ｂ型事業所(Ｎ) ２ 

生活介護、自立訓練、その他事業所 ０ 

福祉施設 計(Ｏ) ２ 



第３章 計画の成果目標 

17 

 

 

 国の基本指針  

・令和８年度中に福祉施設から一般就労への全体の移行者を令和３年度の移行

実績の 1.28 倍以上とすること。 

・令和８年度中に福祉施設から一般就労への移行者のうち、就労移行支援利用

者からの令和３年度の移行実績の 1.31 倍以上とすること。 

・令和８年度中に福祉施設から一般就労への移行者のうち、就労継続支援Ａ型

利用者からの令和３年度の移行実績の 1.29 倍以上とすること。 

・令和８年度中に福祉施設から一般就労への移行者のうち、就労継続支援B型

利用者からの令和３年度の移行実績の 1.28 倍以上とすること。 

 

 目標設定の考え方  

・令和元年度から令和４年度において、福祉施設から一般就労への平均移行者

数（年度当たり）は２人程度であり、今後大きく伸びることが見込まれない

ことから、成果目標を２人と設定しました。 

 

 

(2)就労移行支援・就労定着支援の利用者 

第６期計画の達成状況 数値等 

令和５年度中における

一般就労移行者のうち

就労定着支援事業の 

利用者数 

令和５年度の一般就労移行者数(B) １ 

(B)のうち就労定着支援利用者数(P) ０ 

令和５年度の就労定着支援事業の利用

者割合(P)÷(B) 
０ 

第７期計画の成果目標 数値等 

令和８年度における 

一般就労移行者のうち

就労定着支援事業の利

用者数 

令和３年度の就労定着支援利用者数(Q) ０ 

(Q)×1.41 倍以上 ０ 

令和８年度の就労定着支援利用者数(R) １ 

 

 国の基本指針  

・令和８年度中の就労定着支援事業の利用者数について、令和３年度の利用実

績の 1.41 倍以上とすること。 

 

 目標設定の考え方  

・令和６年３月時点で、就労定着支援の利用者がおらず、市内に就労定着支援

を提供できる事業所もないため、利用者が少ないと考えました。 
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(3)就労移行支援・就労定着支援事業所の就労定着率 

第６期計画の達成状況 数値等 

令和５年度末における

就労定着支援事業所の

数等 

指定事業所数(Я) ０ 

(Я)のうち就労定着率が８割以上の事業

所数(S) 
０ 

(S)の事業所割合(S)÷(Я) ０ 

現状の把握 数値等 

令和４年度末における 

就労移行支援事業所の

数等 

指定事業所数(T) １ 

(T)のうち一般就労へ移行した者の割合

が５割以上の事業所数(U) 
０ 

(U)の事業所割合(U)÷(T) ０ 

第７期計画の成果目標 数値等 

令和８年度末における

就労移行支援事業所の

数等（成果目標） 

指定事業所数(X) １ 

(X)のうち一般就労へ移行した者の割合

が５割以上の事業所数(Y) 
０ 

(Y)の事業所割合(Y)÷(X) ０ 

令和８年度末における

就労定着支援事業所の

数等（成果目標） 

指定事業所数(Z) ０ 

(Z)のうち就労定着率７割以上の事業所

数(∀) 
０ 

(∀)の事業所割合(∀)÷(Z) ０ 

 

 

 国の基本指針  

・令和８年度中までに就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了

者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以

上とすること。 

・令和８年度中までに就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事

業所を全体の２割５分以上とすること。 

 

 目標設定の考え方  

・就労移行支援については、市内に事業所が１か所あるが、これまで一般就労

へ移行した者の割合は、２～３割程度にとどまっています。令和８年度末に

おいても、大きくその割合が伸びる見込みがないため０と設定をしました。 
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・就労定着支援については、市内に事業所がなく、障がい者の就労や生活相談

については、障害者就業・生活支援センターが実施している状況であり、ま

た、令和８年度末までに新たに開設される見込みがないため、０と設定をし

ました。 

 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

共生社会実現のため、教育・保育・子育て等の関係機関と連携を図り、乳

幼児から学校卒業、さらに就労まで効率的な支援体制を構築します。 

障がい児だけでなく、障がい児を取り巻く家族を含めた生活課題に対応し

た継続支援を行うための相談支援体制の構築を図ります。 

 

 

 項目  目標・考え方 

【目標指標】 

児童発達支援センターの充実 

児童発達支援センター事業所を市単独で

平成３０年度に設置済みのため、支援の

充実を図る。 

【目標指標】 

保育所等訪問支援を活用しなが

ら、障がい児の地域社会への参

加・包容（インクルージョン）

を推進する体制構築及びその充

実 

保育所等訪問支援を利用できる体制を平

成３０年度に構築済みである。また、そ

れを活用しながら、教育機関等に訪問す

るなどし、地域社会との連携を図ってお

り、既に体制構築がされているため、よ

り一層の支援の充実を図る。 

【目標指標】 

主に重症心身障がい児を支援す

る児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所の充実 

児童発達支援事業所については、平成３

０年度に市単独で確保済みである。 

放課後等デイサービス事業所について

は、平成２８年度以前に市単独で確保済

みである。 

両事業所にて、支援の充実を図る。 

【目標指標】 

医療的ケア児支援のための関係

機関の協議の場の設置 

地域自立支援協議会及びその専門部会を

活用した協議の場を熱海市と共同で設置

済みである。 

【目標指標】 

医療的ケア児等コーディネータ

ーの配置数 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

３ ３ ３ 
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 国の基本指針  

・令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に１か所

以上設置することを基本とすること。 

・令和８年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を活用しな

がら、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進体制

を構築することを基本とすること。 

・令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は各圏域に１か所以上確保す

ることを基本とすること。 

・令和８年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、各都

道府県及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係

機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等コー

ディネーターの配置を基本とすること。 

 

 目標設定の考え方  

・国の基本方針の項目は、第１期障がい児福祉計画最終年度である令和２年度

までに設置等ができているため、障害児通所支援等の提供体制の充実を図り

ます。 

 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

障害福祉サービスの提供体制の確保、適切なサービスの利用等には相談支

援体制の充実が不可欠であり、相談支援体制の構築の充実・強化等を図りま

す。 

 

(1)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化 

第６期計画の達成状況 設置状況等 

基幹相談支援センターの設置 

（令和５年度末） 
未設置 

基幹相談支援センター以外での実

施体制の確保 

熱海伊東地区（圏域）地域自立支援協

議会と委託契約している障害別の３相

談支援事業所との連携を強化する。 

第７期計画の成果目標 設置状況等 

基幹相談支援センターの設置 

（令和８年度末） 

設置予定 

（令和８年度） 
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共同設置する市町 熱海市 

主任相談支援専門員の配置数 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

０ ０ １ 

 

 

第７期計画の活動指標 件数 

 R6 R7 R8 

基幹相談支援センターによる、相談支援事業

所に対して実施する訪問等による専門的な指

導・助言件数 

０ ０ ２ 

基幹相談支援センターによる、相談支援事業

所への人材育成の支援件数 
０ ０ ２ 

基幹相談支援センターによる、地域の相談機

関との連携強化のための取組を実施する回数 
０ ０ ２ 

基幹相談支援センターによる、個別事例の支

援内容の検証の実施回数 
０ ０ ２ 

 

 国の基本指針  

・令和８年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的な相談支援、地

域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくり

の役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援セン

ターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保すること。 

 

 目標設定の考え方  

・令和８年度末までに、熱海市と共同で、基幹相談支援センターを設置し、定

期的な会議を開催する中で、相談支援体制の強化を図ります。 

 

(2)協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 

第７期計画の成果目標  

協議会において、個別事例の検討を通じた地域サ

ービス基盤の開発・改善等を行う取組の実施及び

体制確保 

実施及び体制確保予定 

（令和６年度） 

第７期計画の活動指標 R6 R７ R８ 

相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 4 4 4 

 参加事業者・機関数 ６ ６ ６ 
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協議会の専門部会の設置数 ８ ８ ８ 

 実施回数 ４ ４ ４ 

 

 

 国の基本指針  

・協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等

を行う取組を実施するとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の

体制を確保すること。 

 

 目標設定の考え方  

・熱海伊東地区（圏域）地域自立支援協議会と委託契約している障害種別の３

相談支援事業所との連携を強化していくことで相談支援の充実・強化等を図

ります。 

 

 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

(1)障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制（※）の構築 

※(2)で設定する項目について、自市町における職員への周知、意識付け、配

慮や関係自治体との必要な連携等を実施する体制 

第７期計画の成果目標  

令和８年度までに障害福祉サービス等の質の

向上を図るための取組に係る体制の構築 

構築予定 

（令和６年度） 

 

 

(2)障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組 

① 県が実施する障害福祉サービス等に関わる研修の市町村職員参加人数 

第７期の活動指標 R６ R７ R８ 

相談支援従事者初任者研修の参加人数 ０ ０ ０ 

障害支援区分認定調査員研修の参加人数 １ １ １ 
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 ② システム等での審査結果分析・共有等 

第７期の活動指標  

障害者自立支援審査支払等システム等による審査

結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係

自治体等と共有する体制の構築時期 

構築予定 

（令和６年度） 

 R６ R７ R８ 

上記共有を実施する回数 １ １ １ 

 

 国の基本指針  

・令和８年度末までに、各市町村において、サービスの質の向上を図るための

取組に係る体制を構築すること。 

 

 目標設定の考え方  

・県が主催する各種研修に参加し、その研修内容等を係内で情報共有します。 

・事業所からの請求情報を審査する際に、エラーが生じる事例が多くあるため、

それらをその都度対応するだけではなく、障害福祉業務総合支援ソフト等を

活用し、事業所に対して、年１回以上、適切な請求処理に役立つ情報提供を

します。 
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第４章 第７期障がい福祉計画 及び 

第３期障がい児福祉計画の活動指標 

１ 障害福祉サービス等の必要見込量及び確保のための方策 

（１）訪問系サービス 

ア 居宅介護 

 サービスの概要 

自宅で入浴、排せつ、食事などの介助や掃除、洗濯などを行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 

（人） 
85  85  85  85  

サービス見込量 

（延べ利用時間） 

（時間） 

1,095  1,095  1,095  1,095  

 

 見込量確保のための方策  

利用者のニーズを的確に把握し、必要なサービスの提供に努めます。 
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イ 重度訪問介護 

 サービスの概要 

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事な 

どの介助や、外出時の移動の支援をします。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 

（人） 
1  1  1  1  

サービス見込量 

（延べ利用時間） 

（時間） 

411  411  411  411 

 

 見込量確保のための方策  

  利用者のニーズを把握し、事業所との連携を図り、適切なサービスの提供

に努めます。 
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ウ 同行援護 

 サービスの概要 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に同行し、移動に必要な情

報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 

（人） 
13  12  12  11  

サービス見込量 

（延べ利用時間） 

（時間） 

99  91  91  83  

 

 見込量確保のための方策  

利用者のニーズを的確に把握し、必要なサービスの提供に努めます。 
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エ 行動援護 

 サービスの概要 

知的障がい又は精神障がいにより移動に困難がある人の行動に必要な介助 

を行い、移動の支援をします。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 

（人） 
0  0  0  0  

サービス見込量 

（延べ利用時間） 

（時間） 

0  0  0  0  

 

 見込量確保のための方策  

 利用実績の推移から、利用者の見込みは計上していません。今後、利用者

のニーズ次第では、相談支援事業所と連携し、必要なサービスの提供に努め

ます。 
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オ 重度障害者等包括支援 

 サービスの概要 

常に介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い人に、居宅介護 

をはじめとする障害福祉サービスを包括的に提供します。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 

（人） 
0  0  0  0  

サービス見込量 

（延べ利用時間） 

（時間） 

0  0  0  0  

 

 見込量確保のための方策  

利用実績の推移から、利用者の見込みは計上していません。今後、利用者

のニーズ次第では、相談支援事業所と連携し、必要なサービスの提供に努め

ます。  
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（２）日中活動系サービス 

ア 生活介護 

 サービスの概要 

常時介護を要する障がい者等について、主として昼間において、入浴、排

せつ、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

利用者数 

（人） 

180  

（※10）  

183  

（※10）  

186  

（※11）  

189  

（※11）  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

3,185  3,235  3,285  3,335  

※利用者数のうち、重度障がい者の見込を設定 

 

 見込量確保のための方策  

増加するニーズに対応し、安定したサービスの提供ができるように、事業

所の拡充を図ります。重い障がいのある人の日中活動の場の充実を図ります。 
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イ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

 サービスの概要 

自立した日常生活や社会生活ができるように、一定の期間、身体機能や生

活能力を向上させるための訓練を行います。 

理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや歩行訓練を行う機能

訓練と、食事や家事等日常生活能力の維持・向上等のための訓練を行う生活

訓練があります。 

また、日常生活上の相談支援や関係機関との連絡調整等の支援を行うなど、

地域生活への移行に向けた支援を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

機
能
訓
練 

 

利用者数 

（人） 

1  1  1  1  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

22  22  22  22  

生
活
訓
練 

 

利用者数 

（人） 

1  21  21  21  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

23  323  323  323  

 

 見込量確保のための方策  

  これまでは、市内にサービス事業所がなく、市外の事業所を利用している

状況でしたが、令和６年６月に、自立訓練（生活訓練）の事業所が市内で１

か所開設予定となっています。今後は、事業所と連携し、適切なサービスの

提供や、サービス利用期間終了後の支援の充実を図ります。 
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ウ 就労選択支援 

 サービスの概要 

就労の希望のある障がい者に対し、支援者と共に整理・評価することで、

適切な一般就労や就労系障害福祉サービスに繋げます。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

利用者数 

（人） 

-  -    3  4  

 

 見込量確保のための方策  

  令和７年度を目途に新たに開始されるサービスです。令和６年３月時点で、

当該サービスを提供見込の事業所は、市内に１か所予定されています。 

  サービス開始に向け、相談支援事業所と連携し、周知を行うとともに、利

用者のニーズを的確に把握し、必要なサービスが提供できるように努めます。 
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エ 就労移行支援 

 サービスの概要 

一般企業での就労を希望する人に、一定期間、生産活動その他の活動の機

会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行い

ます。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

利用者数 

（人） 

19  19  19  19  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

400  400  400  400  

 

 見込量確保のための方策  

事業所との連携を強化するとともに、サービスを提供する事業所の確保に

努め、適切なサービスの提供を図ります。 

一般企業や市民に向けて、障害及び障がい者雇用への理解促進を行います。 

地域自立支援協議会を中心とした関係機関とのネットワークづくりに努め、

雇用機会を拡大します。 
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オ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

 サービスの概要 

一般企業での就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会の提供を通

じて、その知識及び能力の向上に必要な訓練等を行います。雇用契約に基づ

く就労の機会を提供するＡ型と、雇用契約を結ばないＢ型があります。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

Ａ
型 

 

利用者数 

（人） 

14  14  15  15  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

251  251  269  269  

Ｂ
型 

 

利用者数 

（人） 

191  194  197  201 

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

2,780  2,800  2,820  2,850  

 

 見込量確保のための方策  

一般の企業に就労することが困難な人の日中活動の場としてのニーズは大

きく、特に B 型の利用者は増加の傾向にあります。 

令和６年 3 月に、A型の事業所が市内で１か所開設したため、周知や情報

提供を行った上で、利用者のニーズを把握し、必要なサービスの提供及びそ

の充実に努めます。 

今後も適切かつ安定したサービスの提供ができるように、事業所との連携

を強化するとともに、事業所の確保に努めます。 
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カ 就労定着支援  

 サービスの概要 

一般就労へ移行した人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応

できるように、企業や自宅への訪問等により必要な支援をします。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

利用者数 

（人） 

０  1  1  1  

 

 見込量確保のための方策  

令和６年３月時点で市内にサービス事業所がありません。今後も、市外の

事業所を利用することが考えられます。サービスに係る周知を行うとともに、

利用者のニーズを的確に把握し、必要なサービスが提供できるように努めま

す。 
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（３）療養介護 

 

 サービスの概要 

医療と常時介護を必要とする人に、病院等の施設において行われる機能訓

練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支

援を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第７期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

7  7  7  7  

 

 見込量確保のための方策  

市内に事業所がないため、市外の事業所を利用している状況です。 

今後の利用希望者へのサービス提供が円滑になされるように、相談支援事業

所や事業者等と連携し、サービス利用の確保を図ります。 
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（４）短期入所 

 

 サービスの概要 

居宅で障がいのある人を介護している人が病気などにより一時的に介護で

きない場合に、障害者支援施設や児童福祉施設、指定病院等に短期間入所し、

入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

福
祉
型 

 

利用者数 

（人） 

15  

（※６）  

16  

（※6）  

17  

（※６）  

20  

（※７）  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

237  247  257  287  

医
療
型 

 

利用者数 

（人） 

2  

（※０）  

3  

（※０）  

3  

（※０）  

3  

（※０）  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

9  19  19  19  

※利用者数のうち、重度障がい者の見込を設定 

 

 見込量確保のための方策  

利用者の調整や急な利用希望者の受入れが困難なケースがあったり、障が

い児の受入れが可能な事業所が市内になく近隣市町の事業所を利用している

などの課題があります。 

現状の課題解消のため、地域生活支援拠点を令和５年度中に整備し、事業

所との協議を行い、その機能を検証・充実させていきます。 

また、広域的な対応を含めた事業所の確保に努め、安定したサービスの提

供を図ります。 
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（５）居住系サービス 

ア 自立生活援助  

 サービスの概要 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知

的障がい者や精神障がい者等について、一定の期間にわたり、定期的に利用

者の居宅を訪問し、生活面での課題や問題の確認を行うことにより、障がい

者の理解力、生活力等を補い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行い

ます。 

また、必要に応じて、訪問、電話、メール等による随時の対応も行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

1  1  1  1  

 

 見込量確保のための方策  

  市内に事業所がないため、市外の事業所を利用している状況です。サービ

スに係る周知を行うとともに、利用者のニーズを的確に把握し、必要なサー

ビスが提供できるよう、事業所の確保に努めます。 
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イ 共同生活援助 

 サービスの概要 

主として夜間に、共同生活を営む住居において相談、入浴、排せつ、食事

の介護その他の日常生活上の援助を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

70  

（※０） 

76  

（※０）  

82  

（※０） 

 92  

（※０） 

※利用者数のうち、重度障がい者の見込を設定 

 

 見込量確保のための方策  

施設等から地域への移行を推進する中で高まる利用者のニーズに比べ、事

業所数は不足しています。 

市内だけでなく、市外の事業者との連携を図りながら、地域移行が円滑に

行われるよう、事業所の拡充に向けた働きかけを行い、サービス見込量の確

保に努めます。 
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ウ 施設入所支援 

 サービスの概要 

主として夜間に、入所施設での入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関

する相談及び助言その他の日常生活上の援助を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

91  90  89  88  

 

 見込量確保のための方策  

地域への移行を推進し、利用者の削減を目指す一方、地域での生活が困難

な障がいのある人（家族）からのニーズも多いため、適切なサービスの提供

に努めます。 
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（６）相談支援 

ア 計画相談支援 

 サービスの概要 

障がい者及びその家族の相談に応じ、障害福祉サービス等を適切に利用で

きるように、指定相談支援事業者が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏

まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討し、サービス等利用計画

を作成します。 

また、支給決定されたサービスが適切かどうかモニタリング（効果の分析

や評価）し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 サービス見込量（年間）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

435  455  475  495  

 

 見込量確保のための方策  

障害福祉サービスの利用者は年々増加し、この傾向は、今後も続くことが

見込まれます。 

安定したサービスの提供を図るため、行政と相談支援事業所の連携を強化

します。 
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イ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

 サービスの概要 

・地域移行支援 

障害者支援施設等や精神科病院に入所・入院している障がい者などで、

地域生活へ移行するために支援を必要とする人について、住まいの確保な

どの相談や必要な支援を行います。 

・地域定着支援 

障がい者に向けて、常時の連絡体制を確保し、緊急事態時の相談や、そ

の他必要な「見守り」としての支援を行うことで、地域生活の継続を目指

します。 

 

 サービス見込量（年間）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

地域移行

支援 

 

利用者数 

（人） 

1  1  1  1  

地域定着

支援 

 

利用者数 

（人） 

18  18  18  18  

 

 見込量確保のための方策  

制度の周知、情報提供を行った上で、利用者のニーズを把握し、事業所と

の連携を図り、適切なサービスの提供に努めます。 
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２ 障害児通所支援等の必要見込量及び確保のための方策   

（１）障害児通所支援 

ア 児童発達支援 

 サービスの概要 

障がいのある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導や、集団

生活に必要な適応訓練などを行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

28  29  31  32  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

236  246  266  276  

 

 見込量確保のための方策  

利用実績の推移から今後も利用増加の見込まれるサービスであり、必要な

サービスを提供できるように、事業所の確保に努めます。 

サービス提供事業所や相談支援事業所との連携・調整を図り、就学支援等

の充実を図ります。 
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イ 放課後等デイサービス 

 サービスの概要 

就学中の障がいのある児童を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、

生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などを行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

136  142  152  161  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

1,492  1,552  1,652  1,742  

 

 見込量確保のための方策  

利用実績及びサービス提供事業所数が増加しているサービスであり、この

傾向は今後も続くことが見込まれます。 

行政から必要な情報提供を行うだけでなく、事業者同士の情報交換や協議

の場を設け、サービスの質の確保に努めます。 
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ウ 保育所等訪問支援 

 サービスの概要 

支援員が施設を訪問し、保育所等児童が集団生活を営む施設に通う障がい

のある児童に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

13  15  17  19  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

15  17  19  21  

 

 見込量確保のための方策  

利用者のニーズを的確に把握し、必要なサービスの提供及びその充実に努

めます。 
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エ 居宅訪問型児童発達支援  

 サービスの概要 

重度の障がいがあり、外出して通所による支援を受けることが困難な児童

について、その居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活

能力の向上のために必要な訓練等を行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

0  0  0  0  

サービス見込量 

（延べ利用日数） 

（日） 

0  0  0  0  

 

 見込量確保のための方策  

令和６年３月時点で、市内にサービス事業所がなく、利用者の見込みを計

上しませんが、事業実施を希望する事業者がいれば、制度説明を行っていき

ます。 
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（２）障害児相談支援 

 

 サービスの概要 

障害福祉サービス等を適切に利用できるように、指定障害児相談支援事業

者が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組

合せ等について検討し、障害児支援利用計画を作成します。 

また、支給決定されたサービスが適切かどうかモニタリング（効果の分析

や評価）し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 サービス見込量（１か月当たり）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

利用者数 

（人） 

190  202  216  228  

 

 見込量確保のための方策  

障がい児への福祉サービスの利用者は年々増加し、この傾向は、今後も続

くことが見込まれます。 

安定したサービスの提供を図るため、行政と相談支援事業所の連携を強化

します。 
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（３）医療的ケア児への関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

 

 サービスの概要 

医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的

かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域にお

ける課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児への支援の

ための地域づくりを推進する役割を担うコーディネーターを配置し、医療的

ケア児への総合的な支援体制の構築を目指します。 

 

 サービス見込量  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

配置人数 

（人） 

 3  3  3  3  

 

 見込量確保のための方策  

相談支援専門員等の所属する相談支援事業所と連携し、必要な研修等の情

報提供を行うことにより研修への参加を促進し、コーディネーター養成に係

る支援に努めます。 
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３ 発達障がい児（者）支援の必要見込量及び確保のための方策 

 事業の概要 

発達障がい児（者）の家族同士の支援を推進するため、同じ悩みを持つ本

人及び家族に対するピアサポート等の支援を行い、家族だけでなく本人の生

活の向上を図ります。 

 

 見込量  

区分 R5(見込み) R6 R7 R8 

ペアレントトレーニングやペアレントプログ

ラム等の支援プログラム等の受講者数（保護

者） 

0 ０ ０ 0 

ペアレントトレーニングやペアレントプログ

ラム等の支援プログラム等の実施者数（支援

者） 

0 ０ ０ 0 

ペアレントメンターの人数 ０ ０ ０ 0 

ピアサポートの活動への参加人数 15 15 15 15 

 

（１）ペアレントトレーニング 

   保護者や養育者を対象に行動理論をベースとして環境調整や子どもへの

肯定的な働きかけをロールプレイやホームワークを通じて学び、保護者や

養育者の関わり方や心理的なストレスの改善、子どもの適切な行動を促進

する家族支援のアプローチの１つです。 

（２）ペアレントプログラム 

   子どもや自分自身について「行動」で把握することで、保護者の認知的

な枠組みを修正していくことを目的とした簡易的なプログラムです。 

（３）ペアレントメンター 

   発達障がいのある子どもを育てた保護者がその育児経験を活かし、同じ

親の立場から子育てで同じ悩みを抱える保護者に対してグループ相談や子

どもの特性等を伝え、情報提供を行うサポートです。 

（４）ピアサポート 

   同じ悩みを持つ本人同士や発達障がい児（者）を持つ保護者等で支援し

あう活動です。 
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見込量確保のための方策  

ピアサポート活動の情報を相談支援事業所等と共有し、必要なサービスの

提供を実施します。 
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４ 地域生活支援事業の必要見込量及び確保のための方策   

（１）必須事業 

ア 理解促進研修・啓発事業 

 事業の概要 

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会

的障壁」を除去するため、障害に対する理解を深めるための研修・啓発を行

います。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実施の有無 

 

有 有 有 有 

 

 事業実施の考え方  

広報いとうへの啓発記事の掲載、市内の就労支援事業所による合同の授産

製品販売会及び注文販売、その他市民が障がい者とふれあう機会を増やし、

障害に対する理解を促進するための事業を実施します。 
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イ 自発的活動支援事業 

 事業の概要 

障がいのある人やその家族、地域住民等により自発的に行われる障がいの

ある人の地域生活を支援する活動を支援します。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実施の有無 

 

有 有 有 有 

 

 事業実施の考え方  

障がいのある人やその家族等が自発的に行う活動（ピアサポート、災害対

策、ボランティア活動等）を支援します。 
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ウ 相談支援事業 

 事業の概要 

障がいのある人やその介護を行う人などからの相談に応じ、必要な情報の

提供や権利擁護のために必要な援助、虐待防止及びその早期発見のための連

絡調整を行い、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支

援します。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

障害者相談支援事業 

箇所数 

（箇所） 

 

３ 

 

３ ３ ３ 

基幹相談支援センター 

設置の有無 

 

無 

 

無 無 有 

市町村相談支援機能強

化事業 

実施の有無 

 

有 

 

有 有 有 

住宅入居等支援事業 

実施の有無 

 

無 

 

無 無 無 

 

 事業実施の考え方  

熱海市と共同で相談支援事業者に委託し、障害別（知的障害、身体障害、

精神障害）により、３か所の事業所において実施しています。 

３か所の事業所では各障害分野における必要な資格である、社会福祉士、

精神保健福祉士、医療的ケア児コーディネーター等の専門的職員を配置し、

その機能の強化を図ります。 
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エ 成年後見制度利用支援事業 

 事業の概要 

障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度を利用することが有用

であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に、成年後見制度の利用

に要する費用等を支援することにより、これらの障がいのある人の権利擁護

を図ります。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実利用見込者数 

（人） 

4  5  5  5  

 

 事業実施の考え方及び見込量確保のための方策  

成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申立てに要する

経費及び後見人等の報酬等を補助します。 

成年後見制度の周知のための啓発活動を行い、制度の利用を促進し、障が

いのある人の権利擁護に努めます。 
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オ 成年後見制度法人後見支援事業 

 事業の概要 

成年後見制度の利用を促進する観点から、行政の体制整備に併せて、法人

後見を担うための関係者への研修等の支援をし、障がいのある人の権利擁護

を図ります。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実施の有無 

 

有 有 有 有 

 

 事業実施の考え方  

社会福祉協議会等と連携し、法人後見業務を適正に実施する体制の整備に

努めます。 
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カ 意思疎通支援事業 

 事業の概要 

聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障があ

る人に、手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図

ります。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

手話通訳者・要約筆記

者派遣事業 

実利用見込件数 

（件） 

250  250  250  250  

手話通訳者設置事業 

実設置見込者数 

（人） 

2  2  2  2  

 

 事業実施の考え方及び見込量確保のための方策  

手話奉仕員養成講座の実施や、各種講座・研修への参加を支援し、派遣で

きる手話通訳者及び要約筆記者の確保に努めます。 

市の窓口に手話通訳者を設置し、聴覚障がいのある人の意思疎通を支援し

ます。 
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キ 日常生活用具給付等事業 

 事業の概要 

障がいのある人に、補装具とは異なり、障がい者等が幅広く利用できるこ

とを想定した日常生活用具を給付します。 

 

 事業の見込み（給付等見込件数）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

介護・訓練支援用具 

（件） 

8  6  6  6 

 

自立生活支援用具 

（件） 

22  16  16  16  

 

在宅療養等支援用具 

（件） 

11  14  14  14  

情報・意思疎通支援

用具 

（件） 

42  56  56  56  

 

排泄管理支援用具 

（件） 

1,815  1,815  1,815  1,815  

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 

（件） 

4  4  4  4  

 

 見込量確保のための方策  

必要に応じて給付品目の見直しを行うなど制度の充実を図るとともに、適

切に情報提供を行い制度の周知に努め、障がい者等の日常生活上の自立を支

援し、社会参加を促進します。 
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ク 手話奉仕員養成研修事業 

 事業の概要 

意思疎通を図ることに支障がある人が、自立した日常生活又は社会生活を

送れるよう、手話で日常会話を行うため必要な手話語彙及び手話表現技術を

習得した手話奉仕員を養成します。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

実養成講習修了

見込者数 

（人） 

7  10  10  10  

 

 見込量確保のための方策  

広く開催の周知を行い、また、多くの人が受講しやすい開催方法で実施す

ることで、参加者の拡大を図り、手話奉仕員の確保に努めます。 
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ケ 移動支援事業 

 事業の概要 

屋外での移動が困難な人が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等

を目的に外出する際、その移動を支援します。 

 

 事業の見込み（サービス見込量）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実利用見込者数 

（人） 

28  29  30  31  

 

延べ利用時間数 

（時間） 

742  754  766  778  

 

 見込量確保のための方策  

サービスを提供する事業所や相談支援事業者と連携し、適切なサービスの

提供を図ります。 
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コ 地域活動支援センター 

 事業の概要 

障がい者等が地域活動支援センターに通い、創作的活動又は生産活動の機

会の提供、地域社会との交流の促進等を行います。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

実施見込箇所数 

（箇所） 
2  2  2  2  

実利用見込者数 

（人） 
55   56  57  58  

 

 事業実施の考え方及び見込量確保のための方策  

より質の高いサービスの提供に努め、利用を促進します。 

２か所の地域活動支援センターには、ともに専門職員（精神保健福祉士及

び機能訓練指導員）を配置し、その機能を強化し、障がいのある人の地域生

活支援の促進を図ります。 
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（２）任意事業 

ア 訪問入浴サービス 

 事業の概要 

訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体に障がいのある人の

身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実利用見込者数 

（人） 

6  7  8  9  

 

 事業実施の考え方及び見込量確保のための方策  

サービスを提供する事業所や相談支援事業者と連携し、適切なサービスの

提供を図るとともに、事業所の確保に努め、サービスの利用を促進します。 
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イ 日中一時支援 

 事業の概要 

障がいのある人の日中における活動の場を確保し、介護している家族の就

労支援及び一時的な休息を図ります。 

 

 事業の見込み（サービス見込量）  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

実利用見込者数 

（人） 
96  105  114  124  

延べ利用見込回数 

（回） 
5,280  5,750  6,260  6,820  

 

 見込量確保のための方策  

障がい者の日中の活動の場として、利用が増えているサービスです。サー

ビスを提供する事業所や相談支援事業者と連携し、適切なサービスの提供を

図ります。 

また、新規参入希望事業者の相談を丁寧に応対します。 
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ウ レクリエーション活動等支援 

 事業の概要 

レクリエーション活動を通じて、障がいのある人の体力増強、交流、余暇

支援等に資するため及び障がいのある人がスポーツに触れる機会を提供する

ため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障がいのあ

る人が社会参加活動を行うための環境の整備や必要な支援を行います。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実施の有無 

 

無 有 有 有 

 

 事業実施の考え方  

身体障害者福祉会との共催により、障がい者スポーツ大会を開催します。 

  新型コロナウイルス感染症等の感染拡大により、障がい者スポーツ大会を

中止する場合においても、障害福祉サービス事業所による運動会等の開催を

依頼し、障がいのある人のレクリエーションの機会を設けます。 
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エ 点字・声の広報等発行 

 事業の概要 

文字による情報入手が困難な人のために、点訳、音声訳などの方法により、

広報いとうなど地域生活を送る上で必要度の高い情報などを提供します。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実施の有無 

 

有 有 有 有 

 

 事業実施の考え方  

ボランティア団体と連携し、点訳や音訳のされた広報紙の発行を行い、安

定した情報提供に努めます。 
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オ 奉仕員養成研修 

 事業の概要 

点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成

する研修を行います。 

 

 事業の見込み  

区分 
実績見込 第 7 期計画見込 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

 

実施の有無 

 

有 有 有 有 

 

 事業実施の考え方  

点訳奉仕員養成講座を開催し、点訳奉仕者の養成を図ります。 
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５ 基盤整備計画                     

今後の障害福祉サービスの利用見込みや各事業所のサービス提供状況から、

新たに必要となる事業所数及び利用者数を示し、基盤整備の促進に取り組み

ます。 

区分（サービス種別） 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

日
中
活
動
系 

生活介護 
箇所数 1  1 

人分 5  5 

自立訓練（機能訓練） 
箇所数    

人分    

自立訓練（生活訓練） 
箇所数 1   

人分 20   

就労選択支援 
箇所数  1  

人分  4  

就労移行支援 
箇所数    

人分    

就労継続支援（Ａ型） 
箇所数 1   

人分 10   

就労継続支援（Ｂ型） 
箇所数 1  1 

人分 5  5 

就労定着支援 
箇所数    

人分    

療養介護 
箇所数    

人分    

福祉型短期入所 
箇所数   1 

人分   2 

医療型短期入所 
箇所数    

人分    

居
住
系 

自立生活援助 
箇所数    

人分    

共同生活援助 
箇所数 1  2 

人分 5  14 

施設入所支援 
箇所数    

人分    

障
が
い
児 

児童発達支援 
箇所数    

人分    

医療型児童発達支援 
箇所数    

人分    

放課後等デイサービス 
箇所数 1 1  

人分 10 10  

保育所等訪問支援 
箇所数    

人分    
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第５章 計画の推進 

１ 計画の推進体制                    

伊東市障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、障害福祉サービスの提供体制

を確保し、障害の有無に関わらず、だれもが住みなれた地域で安心して暮らせ

るまちづくりを目指すものです。障がいのある人に関わる施策は，福祉分野に

とどまらず、保健、医療、教育、就労など、様々な分野に関係しています。熱海

伊東地区（圏域）地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携し、各計画を推

進していきます。 

 

（１）市民や関係機関、関係団体との連携 

計画の推進にあたっては、市民や企業、社会福祉法人、NPO 法人、ボラン

ティア団体等の民間団体との協力関係を深めることが不可欠です。それぞれ

の立場に応じて役割を分担し、相互に連携して障がいのある人に対する取組

を支援し、計画の円滑な推進に努めます。 

 

（２）国、県及び近隣市町との連携 

障がいのある人の施策は、国、県の制度や計画と深い関係があります。第

７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の推進に当たり、国や県と緊

密な連携を図りながら、事業の有効な導入や施策を進めていきます。 

施策の中には、広域的に行ったほうが効率的なものもあり、障害保健福祉

圏域の熱海市と協働して事業が促進されるよう連携・調整を行います。 

 

（３）地域自立支援協議会との連携 

相談支援事業者や関係機関のネットワークの構築・強化することが大きな

課題となります。その中心的な役割を果たすのが、熱海伊東地区（圏域）地

域自立支援協議会です。 

地域自立支援協議会は、各専門部会と全体会議である定例会で構成してい

ます。各専門部会では、それぞれの分野で抱える課題や困難事例への対応な

どを協議し、定例会では、関係機関等の代表者により、各専門部会や相談支

援事業者の実施状況の確認、地域課題の共有、情報交換等を行った上で、障

がいのある人に関する施策や課題等について協議しています。 

計画における施策を含む地域における障害福祉施策の推進において、中核

的な役割を担う組織であるため、自立支援協議会と連携した上で、計画の推

進、進捗状況の検証等を図ります。  



第５章 計画の推進 

67 

２ 計画の進行管理                    

計画は、障がいのある人の生活に必要な障害福祉サービス等の提供の確保に

向けて推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連

携するとともに、進捗状況を確認しながら、工夫・改善を積み重ね、着実に取

組を進めていくことが必要になります。 

そのため、作成した計画については、３年ごとにその進捗を把握するだけで

はなく、いわゆる PDCA サイクル（※）により、定期的にその進捗を把握し、

分析・評価の上、課題等がある場合には、随時対応を図っていきます。 

 

 

※PDCA サイクルとは 

 Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を

繰り返すことによって、業務を継続的に改善していきます。 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第７期伊東市障がい福祉計画 

     第３期伊東市障がい児福祉計画 

 

 

     令和６年３月 

     健康福祉部社会福祉課 

     〒414-8555 伊東市大原二丁目１番１号 

     電話 0557-32-1532 

 

発行・編集 


